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雑　

報九
州
大
学
法
政
学
会

特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
一
）

�

ロ
ー
・
ア
ン
ド
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
講
演
会

二
〇
二
一
年
七
月
九
日
（
金
）　

ラ
イ
ブ
動
画
配
信

「
袴
田
事
件
か
ら
考
え
る
刑
事
法
を
学
ぶ
意
義
〜
弁
護
士
に
な
っ
て

感
じ
た
理
想
と
現
実
」

　

講
師　

戸
舘
圭
之
（
第
二
東
京
弁
護
士
会
）

特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
二
）　

Ｌ
Ｐ
セ
ミ
ナ
ー

　

法
学
部
一
年
生
向
法
律
入
門
セ
ミ
ナ
ー　

オ
ン
ラ
イ
ン
開
催

　

講
師　

長
廻
雄
哉　
　
（
福
岡
地
方
検
察
庁
検
察
官
）

　
　
　
　

武
富
一
晃　
　
（
福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
）

　
　
　
　

一
坊
寺
麻
希　
（
弁
護
士
）

　
　
　
　

小
山
大
輔　
　
（
福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
）

　
　
　
　

浦
川
雄
基　
　
（
弁
護
士
）

　
　
　
　

�

佐
野
俊
明
（
弁
護
士
）、
金
子
順
事
（
弁
護
士
）、

　
　
　
　

平
山
賢
太
郎
（
九
州
大
学
准
教
授
）

　
　
　
　

久
冨
隆
一�

（
福
岡
高
等
裁
判
所
事
務
官
）

講
演
会
ほ
か

二
〇
二
一
年
六
月
二
三
日
（
水
）
Ｊ
Ｒ
博
多
シ
テ
ィ

「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
と
っ
て
の
独
占
禁
止
法
〜
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・

公
取
委
報
告
書
を
活
用
し
た
公
正
な
事
業
連
携
・
共
同
開
発
の
実
現

へ
向
け
て
」

基
調
講
演
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
独
占
禁
止
法
」

　
　

〜
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・
公
取
委
実
態
調
査
報
告
書
の
解
説
〜

　

講
師　

栗
谷
康
正（
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局�

取
引
調
査
室
長
）

講
演

「
困
っ
た
と
き
に
は
独
占
禁
止
法�

〜
活
用
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
〜
」　

平
山
賢
太
郎
（
九
州
大
学
法
学
研
究
院
・
平
山
法
律
事
務
所
）

「
交
渉
に
活
用
し
た
い
『
モ
デ
ル
契
約
』」
〜
経
済
産
業
省
モ
デ
ル

契
約
（ver1.0

）
の
紹
介
〜　

笠
置
泰
平
（
萬
年
総
合
法
律
事
務
所
）

「
産
学
官
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
〜
大
学
か
ら
み
た
現
状
と

展
望
〜　

山
内�

恒
（
九
州
大
学
学
術
研
究
・
産
学
官
連
携
本
部
）

「
研
究
開
発
型
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
」
〜
大
学
発
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
か
ら
み
た
事
業
連
携
の
あ
り
方
〜　

池
田
紀
子
（
株
式
会
社�

K
yulux

）

　

共�
催　

九
州
大
学
学
術
研
究
・
産
学
官
連
携
本
部
、
平
山
法
律
事

務
所�
ほ
か

　

後�

援　

福
岡
商
工
会
議
所
、
日
本
ラ
イ
セ
ン
ス
協
会
（
独
占
禁
止

（88－4－13）
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法
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
）

ロ
ー
マ
法
研
究
会

二
〇
二
一
年
一
月
七
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�8�Gai.�9�ad�ed.�provinc.

　
　
　

報
告
者　

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
一
年
一
月
二
一
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�9�Paul.�32�ad�ed.

　
　
　

報
告
者　

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
二
一
年
四
月
一
五
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�10�pr.-�1�U

lp.�63�ad�ed.

　
　
　

報
告
者　

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
一
年
四
月
二
九
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�10,�2-3�U

lp.�63�ad�ed.

　
　
　

報
告
者　

川
島
翔
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
一
年
五
月
一
三
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�11�U

lp.�32�ad�ed.

　
　
　

報
告
者　

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
一
年
五
月
二
七
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�12�U

lp.�64�ad�ed.;�D
.�16,�2,�13�U

lp.�66�ad�ed.

　
　
　

報
告
者　

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
二
一
年
六
月
一
〇
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�14�Iav.�15�ex�Cass.;�D

.�16,�2,�15�Iav.�2�epist.

　
　
　

報
告
者　

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
一
年
六
月
二
四
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�16�Pap.�3�quaest.

　
　
　

報
告
者　

川
島
翔
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
一
年
七
月
八
日
（
木
）

　

D
.�23,�4,�30�T

ryph.�10�disp.

　
　
　

報
告
者　

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
一
年
七
月
二
二
日
（
木
）

　
「
ユ
ス
タ
事
件
再
考
」

　
　
　

報
告
者　

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
一
年
一
〇
月
七
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�17�Pap.�1�resp.

　
　
　

報
告
者　

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
一
年
一
〇
月
二
一
日
（
木
）

　
D
.�16,�2,�18�pr.�Pap.�3�resp.

　
　
　

報
告
者　

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
二
一
年
一
一
月
四
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�18,�1�Pap.�3�resp.
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報
告
者　

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
二
一
年
一
一
月
一
一
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�19�Pap.�11�resp.;�D

.�16,�2,�20�Pap.�13�resp.

　
　
　

報
告
者　

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
一
年
一
二
月
二
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�21�Paul.�1�quaest.

　
　
　

報
告
者　

川
島
翔
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
一
年
一
二
月
一
六
日
（
木
）

　

D
.�16,�2,�22�Scaev.�2�quaest.

　
　
　

報
告
者　

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
研
究
会

二
〇
二
一
年
一
月
二
三
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録X

IV
�I

〜III

　
　
　

報
告
者　

大
久
保
憲
章
（
広
島
修
道
大
学
）

二
〇
二
一
年
二
月
二
七
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録X

IV
�IV

〜V

　
　
　

報
告
者　

遠
藤
歩
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
一
年
四
月
二
四
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録XIV�VI

〜VII

　
　
　

報
告
者　

田
畑
嘉
洋
（
熊
本
県
立
大
学
）

二
〇
二
一
年
五
月
二
二
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録XIV�VIII

〜IX

　
　
　

報
告
者　

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
一
年
六
月
二
六
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録X

IV
�X

　
　
　

報
告
者　

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
二
一
年
九
月
二
五
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録XIV�XI

〜XIII

　
　
　

報
告
者　

田
中
教
雄
（
九
州
大
学
）

二
〇
二
一
年
一
〇
月
二
三
日
（
土
）

　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録XIV�XIV

〜XV

　
　
　

報
告
者　

上
村
一
則
（
久
留
米
大
学
）

二
〇
二
一
年
一
一
月
二
七
日
（
土
）

　
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録XIV�XVI

〜XVII

　
　
　

報
告
者　

野
田
龍
一
（
福
岡
大
学
）

二
〇
二
一
年
一
二
月
一
八
日
（
土
）

　
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
付
録XIV�XVIII

〜XIX
　
　
　

報
告
者　

三
宮
希
（
福
岡
大
学
）

（88－4－15）
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九
州
公
法
判
例
研
究
会

二
〇
二
一
年
度
春
季
（
二
〇
二
一
年
四
月
二
四
日
）

　

�「
文
化
芸
術
活
動
が
行
わ
れ
る
場
や
組
織
に
つ
い
て
―
―
『
人
々

の
自
発
的
な
活
動
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
公
益
と
法
』
の
一
断

面
」

　
　
　

小
島
立
（
九
州
大
学
）

　

�「
執
政
と
行
政
」

　
　
　

高
橋
雅
人
（
九
州
大
学
）�

二
〇
二
一
年
度
秋
季
（
二
〇
二
一
年
九
月
一
八
日
）

　

�「
情
報
公
開
訴
訟
に
お
け
る
主
張
・
立
証
責
任
」

　
　
　

村
上
裕
章
（
成
城
大
学
）�

　

�「
那
覇
孔
子
廟
訴
訟
の
大
法
廷
判
決
」�

　
　
　

西
山
千
絵
（
琉
球
大
学
）

社
会
法
研
究
会

第
四
九
七
回　

二
〇
二
一
年
一
月
九
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

　

�「
犯
罪
を
し
た
知
的
障
害
者
の
社
会
復
帰
支
援
―
趣
旨
説
明
」

　
　
　

丸
谷
浩
介
（
九
州
大
学
）

　

�「
刑
事
司
法
に
お
け
る
知
的
障
が
い
の
あ
る
人
へ
の
支
援
の
理
論

的
根
拠
―
刑
事
政
策
学
的
観
点
か
ら
」

　
　
　

森
久
智
江
（
立
命
館
大
学
）

　

�「
非
行
・
犯
罪
を
し
た
知
的
障
が
い
者
へ
の
福
祉
に
よ
る
支
援
の

展
開
と
課
題
」

　
　
　

水
藤
昌
彦
（
山
口
県
立
大
学
）

　

�「
犯
罪
を
し
た
知
的
障
が
い
者
の
自
立
支
援
と
社
会
保
障
法
」

　
　
　

木
村
茂
喜
（
西
南
女
学
院
大
学
）

第
四
九
八
回　

二
〇
二
一
年
二
月
六
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

　

�「
高
年
齢
者
の
就
業
機
会
の
確
保
と
高
年
法
等
の
改
正
」

　
　
　

山
下
昇
（
九
州
大
学
）

　

�「
労
働
立
法
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
政
労
使
三
者
間
対
話
の
法
的
位

置
づ
け
〜
日
・
Ｅ
Ｕ
の
比
較
を
通
じ
て
〜
」

　
　
　

井
川
志
郎
（
山
口
大
学
）

第
四
九
九
回　

二
〇
二
一
年
三
月
六
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

　

�「
犯
罪
を
し
た
知
的
障
が
い
者
の
自
立
支
援
と
社
会
保
障
法
」

　
　
　

木
村
茂
喜
（
西
南
女
学
院
大
学
）

　
�「

第
二
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
特
定
求
職
者
支
援
法
」

　
　
　

丸
谷
浩
介
（
九
州
大
学
）

第
五
○
○
回　

二
〇
二
一
年
四
月
三
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

　

�「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
代
位
責
任
（V

icarious�Liability

）
法
理

の
近
時
の
展
開
（
２
）

（法政研究�88－4－16）
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�

―
―
就
業
関
係
を
め
ぐ
る
リ
ス
ク
の
多
様
化
と
管
理
監
督
機
能
の

曖
昧
化
の
観
点
か
ら
」

　
　
　

新
屋
敷
恵
美
子
（
九
州
大
学
）

　

�「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
性
差
別
禁
止
法
の
現
状
と
課
題
―
性
差
別

の
概
念
整
理
と
い
う
視
点
か
ら
」

　
　
　

龔
敏
（
久
留
米
大
学
）

　

�「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
男
女
間
の
職
業
的
平
等
法
制
の
構
造
と
展
開
」

　
　
　

野
田
進
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

第
五
○
一
回　

二
〇
二
一
年
五
月
一
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

　

�「
国
・
中
労
委
（
国
際
基
督
教
大
学
）
事
件
・
東
京
高
判
令
和
二
・

六
・
一
○
労
判
一
二
二
七
号
七
二
頁
」

　
　
　

有
田
謙
司
（
西
南
学
院
大
学
）

　

�「
感
染
症
予
防
の
法
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
」

　
　
　

大
橋
將
（
前
日
本
赤
十
字
九
州
国
際
看
護
大
学
）

　�

「
70
歳
雇
用
社
会
を
阻
む
も
の
―
雇
用
保
険
法
と
厚
生
年
金
保
険
法
」

　
　
　

丸
谷
浩
介
（
九
州
大
学
）

第
五
○
二
回　

二
〇
二
一
年
六
月
五
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

　

�「
少
子
化
対
策
か
ら
家
族
政
策
へ
―
家
族
福
祉
と
家
族
法
の
視
点

か
ら
」

　
　
　

増
田
雅
暢
（
東
京
通
信
大
学
）

　

�「
混
沌
期
に
社
会
保
障
法
の
体
系
を
改
め
て
考
え
る
」

　
　
　

山
田
晋
（
広
島
修
道
大
学
）

第
五
○
三
回　

二
〇
二
一
年
七
月
三
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

　

�「
イ
ギ
リ
ス
労
働
法
に
お
け
る
契
約
の
「
性
質
決
定
」
と
契
約

解
釈
―
―U

ber�BV
�v�A

slam
�[2021]�U

K
SC�5,�[2021]�IRLR�

407

に
お
け
る
法
の
展
開
」

　
　
　

新
屋
敷
恵
美
子
（
九
州
大
学
）

　

�「
採
用
内
定
―
大
日
本
印
刷
事
件
」

　
　
　

小
山
敬
晴
（
大
分
大
学
）

　

�「
生
活
自
立
支
援
保
障
法
の
展
開
―
子
ど
も
に
対
す
る
教
育
関
連

給
付
を
素
材
に
」

　
　
　

平
部
康
子
（
佐
賀
大
学
）

第
五
○
四
回　

二
〇
二
一
年
八
月
七
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

　

�「
親
会
社
に
よ
る
子
会
社
解
散
と
労
働
関
係
―
第
一
交
通
産
業

（
佐
野
第
一
交
通
）
事
件
」

　
　
　

井
川
志
郎
（
山
口
大
学
）

　

�「
私
生
活
上
の
非
行
―
―
横
浜
ゴ
ム
事
件
」

　
　
　

岡
本
舞
子
（
北
九
州
市
立
大
学
）

　
�「

ビ
ラ
貼
り
―
―
国
鉄
札
幌
運
転
区
事
件
」

　
　
　

畑
井
清
隆
（
志
學
館
大
学
）

第
五
○
五
回　

二
〇
二
一
年
九
月
四
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

　

�「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
と
通
則
法
12
条
〜
労
働
抵
触
法
上
の

（88－4－17）
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重
要
概
念
の
機
能
性
を
問
う
〜
」

　
　
　

井
川
志
郎
（
山
口
大
学
）

　

�「
運
転
代
行
業
務
に
従
事
し
て
い
た
者
の
労
基
法
上
の
労
働
者
性

が
否
定
さ
れ
た
例�

日
本
代
行
事
件
・
大
阪
地
判
令
和
二
・
一
二
・

一
一
労
判
一
二
四
三
号
五
一
頁
」

　
　
　

新
屋
敷
恵
美
子
（
九
州
大
学
）

第
五
○
六
回　

二
〇
二
一
年
一
〇
月
二
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

　

�「
介
護
保
険
給
付
と
自
立
支
援
給
付
の
併
給
調
整
・
再
考
―
天
海

訴
訟
千
葉
地
裁
判
決
の
検
討
」

　
　
　

河
野
正
輝
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

　

�「
貿
易
自
由
化
と
労
働
法
の
関
係
の
諸
相
」

　
　
　

井
川
志
郎
（
山
口
大
学
）

第
五
○
七
回　

二
〇
二
一
年
一
一
月
一
三
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
会

議
　

�「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
所
得
保
障
」

　
　
　

丸
谷
浩
介
（
九
州
大
学
）

　

�「
判
例
評
釈�

谷
川
電
機
製
作
所
労
組
ほ
か
事
件
・
東
京
高
判
令
和

三
・
四
・
七
労
判
一
二
四
五
号
五
頁
」

　
　
　

春
田
吉
備
彦
（
沖
縄
大
学
）

第
五
○
八
回　

二
〇
二
一
年
一
二
月
四
日
（
土
）
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

　

�「
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
雇
用
契
約
を
め
ぐ
る
変
化
、
契
約
法
、

雇
用
立
法
」

　

�（Changing�Circum
stances�in�Contracts�of�Em

ploym
ent,�

Contract�Law
,�and�Em

ploym
ent�Legislation�in�English�

Law

）

　
　
　

新
屋
敷
恵
美
子
（
九
州
大
学
）

　

�「
医
療
保
険
と
医
療
提
供
体
制
」

　
　
　

石
田
道
彦
（
金
沢
大
学
）

九
州
大
学
産
業
法
研
究
会

※
例
会
は
全
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
実
施
し
た
。

第
七
〇
四
回
例
会　

令
和
三
年
四
月
一
七
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

東
京
高
判
令
和
元
年
九
月
二
五
日
金
判
一
六
一
三
号
四
〇
頁

　

�「
一
人
株
主
の
意
思
決
定
に
従
っ
た
取
締
役
に
任
務
懈
怠
が
あ
っ

た
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」

　
　
　

報
告
者　
　

板
垣　

太
郎
（
長
崎
県
立
大
学
）

（
判
例
研
究
）

さ
い
た
ま
地
判
令
和
二
年
二
月
五
日
判
時
二
四
五
八
号
八
四
頁

　

�「
モ
バ
ゲ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
契
約
の
条
項
の
一
部
が
消
費
者
契

約
法
八
条
一
項
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
事
例
」

（法政研究�88－4－18）
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報
告
者　
　

泉　

日
出
男
（
愛
媛
大
学
）

第
七
〇
五
回
例
会　

令
和
三
年
五
月
一
五
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
判
平
成
三
一
年
一
月
二
五
日
判
時
二
四
二
八
号
七
三
頁

　

�「Follow
�the�Settlem

ents�Clause

の
あ
る
再
保
険
契
約
に
お

い
て
再
保
険
金
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」

　
　
　

報
告
者　
　

佐
野　

誠
（
福
岡
大
学
）

（
研
究
報
告
）

　

�「
会
社
法
三
五
〇
条
に
関
す
る
一
考
察
」

　
　
　

報
告
者　
　

高
木　

康
衣
（
熊
本
大
学
）

第
七
〇
六
回
例
会　

令
和
三
年
七
月
一
七
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

　

�「
上
場
会
社
の
Ｍ
Ｂ
Ｏ
法
規
制
に
関
す
る
中
国
法
と
日
本
法
の
比

較
法
的
考
察
」�

　
　
　

報
告
者　
　

王　

柏
涵
（
福
岡
大
学
・
院
）

（
研
究
報
告
）

　

�「
金
融
機
関
の
融
資
局
面
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
」

　
　
　

報
告
者　
　

鬼
頭　

俊
泰
（
日
本
大
学
）

第
七
〇
七
回
例
会　

令
和
三
年
九
月
一
八
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

　

�「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
と
平
成
一
七
年
会
社
法
―
会
社
の
『
目

的
』
の
観
点
か
ら
―
」

　
　
　

報
告
者　
　

前
越　

俊
之
（
福
岡
大
学
）

（
研
究
報
告
）

　

�「
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
に
お
け
る
免
責
条
項
の
再
検
討
」

　
　
　

報
告
者　
　

牧　

真
理
子
（
福
岡
大
学
）

第
七
〇
八
回
例
会　

令
和
三
年
一
〇
月
一
六
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

札
幌
地
判
令
和
三
年
三
月
二
五
日
金
判
一
六
二
二
号
三
三
頁

　

�「
レ
セ
プ
ト
債
の
詐
欺
的
運
用
に
つ
き
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
取
締
役
お
よ
び

主
幹
事
社
取
締
役
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
が
問
題
と
な
っ
た
事

例
」

　
　
　

報
告
者　
　

濱
村　

実
子
（
宮
崎
産
業
経
営
大
学
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
判
令
和
二
年
二
月
二
七
日
資
料
版
商
事
法
務
四
三
三
号
一
〇

八
頁

　

�「
親
会
社
取
締
役
の
企
業
集
団
に
か
か
る
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
構

築
・
運
用
監
視
義
務
」

　
　
　

報
告
者　
　

田
中　

慎
一
（
西
南
学
院
大
学
）

第
七
〇
九
回
例
会　

令
和
三
年
一
一
月
二
〇
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

東
京
高
判
令
和
三
年
五
月
一
三
日
金
判
一
六
二
三
号
一
二
頁

（88－4－19）
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�「

否
決
の
株
主
総
会
決
議
に
係
る
無
効
確
認
の
訴
え
の
利
益
と
一

般
私
法
上
の
無
効
確
認
の
訴
え
の
可
否
」

　
　
　

報
告
者　
　

金　

康
浩
（
大
分
大
学
）

（
判
例
研
究
）

大
阪
地
判
令
和
三
年
一
月
二
九
日
判
例
集
未
登
載
（2021W

LJPCA
�

01299002

）

　

�「
燃
費
偽
装
に
関
し
消
費
者
契
約
法
四
条
一
項
一
号
に
基
づ
く
取

消
し
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」

　
　
　

報
告
者　
　

泉　

日
出
男
（
愛
媛
大
学
）�

第
七
一
〇
回
例
会　

令
和
三
年
一
二
月
二
五
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

東
京
高
判
令
和
二
年
一
一
月
二
日
金
判
一
六
〇
七
号
三
八
頁

　

�「
招
集
株
主
に
よ
る
ク
オ
カ
ー
ド
贈
与
の
表
明
は
招
集
手
続
の
法

令
違
反
（
会
社
法
一
二
〇
条
）
と
な
る
か
」

　
　
　

報
告
者　
　

若
色　

敦
子
（
熊
本
大
学
）

（
研
究
報
告
）

　

�「（
商
行
為
法
の
改
正
に
向
け
た
）
商
事
売
買
・
商
事
売
買
に
関

す
る
幾
つ
か
の
商
行
為
法
総
則
規
定
の
検
討
」

　
　
　

報
告
者　
　

遠
藤　

元
一
（
弁
護
士
）�

第
七
一
一
回
例
会　

令
和
四
年
一
月
二
二
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
判
令
和
三
年
一
月
二
六
日
資
料
版
商
事
法
務
四
四
五
号
一
一

五
頁

　

�「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
係
る
課
徴
金
取
消
納
付
命
令
処
分
が
取

り
消
さ
れ
た
事
例
」

　
　
　

報
告
者　
　

河
野　

総
史
（
志
學
館
大
学
）

民
事
法
研
究
会

二
〇
二
一
年
度
開
催
な
し

民
事
手
続
研
究
会

令
和
三
年
二
月
二
〇
日
（
土
）

　

中
国
深
圳
経
済
特
区
個
人
倒
産
条
例
の
概
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浅
野
雄
太
（
九
州
大
学
）

�

　

李
強
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
府
）

令
和
三
年
三
月
二
一
日
（
日
）

　

電
磁
的
記
録
の
証
拠
調
べ
に
関
す
る
概
念
整
理
に
つ
い
て

�

上
田
竹
志
（
九
州
大
学
）

　

同
時
審
判
申
出
共
同
訴
訟
の
射
程
と
併
合
形
態
に
関
す
る
検
討

�

濵
田
陽
子
（
岡
山
大
学
）

（法政研究�88－4－20）
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令
和
三
年
一
一
月
一
三
日
（
土
）

　

重
複
訴
訟
と
相
殺
の
抗
弁
問
題
に
お
け
る
当
事
者
の
行
為
選
択

�

上
田
竹
志
（
九
州
大
学
）

　

証
人
尋
問
の
種
々
の
方
式
に
つ
い
て
の
当
事
者
公
開
主
義
の
観
点

か
ら
の
分
析
―
―
民
事
裁
判
手
続
の
Ｉ
Ｔ
化
を
見
据
え
て

�

池
邊
摩
依
（
熊
本
大
学
）

福
岡
民
事
訴
訟
判
例
研
究
会

【
判
例
研
究
】

令
和
三
年
一
二
月
一
三
日
（
月
）

　

�　

交
通
事
故
の
被
害
者
が
後
遺
障
害
に
よ
る
逸
失
利
益
に
つ
い
て

定
期
金
に
よ
る
賠
償
を
求
め
て
い
る
場
合
に
，
同
逸
失
利
益
が
定

期
金
に
よ
る
賠
償
の
対
象
と
な
る
と
さ
れ
た
事
例
（
最
一
小
判
令

和
二
年
七
月
九
日
判
タ
一
四
八
〇
号
一
三
八
頁
）

　

�　

請
負
人
で
あ
る
破
産
者
の
支
払
の
停
止
の
前
に
締
結
さ
れ
た
請

負
契
約
に
基
づ
く
注
文
者
の
破
産
者
に
対
す
る
違
約
金
債
権
の
取

得
が
、
破
産
法
七
二
条
二
項
二
号
に
い
う
「
前
に
生
じ
た
原
因
」

に
基
づ
く
場
合
に
当
た
り
、
前
記
違
約
金
債
権
を
自
働
債
権
と
す

る
相
殺
が
許
さ
れ
る
と
さ
れ
た
事
例
（
最
三
小
判
令
和
二
年
九
月

八
日
判
タ
一
四
八
一
号
二
五
頁
）

�

伊
藤　

聡
志
（
福
岡
地
裁
）

九
州
国
際
私
法
研
究
会

第
14
回
国
連
犯
罪
防
止
刑
事
司
法
会
議
（
京
都
コ
ン
グ
レ
ス
）・
ア

ン
シ
ラ
リ
ー
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

　

�“Regulating�the�International�M
ovem

ent�of�Cultural�
Property:�Synergy�betw

een�Crim
inal�Law

�and�Civil�
Law

”

（
文
化
財
の
国
際
的
移
動
に
関
す
る
規
制
―
―
刑
事
法
と

民
事
法
の
シ
ナ
ジ
ー
）

　

二
〇
二
一
年
三
月
九
日
（
火
）（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）

　
　

�

河
野
俊
行
（
九
州
大
学
）・
八
並
廉
（
九
州
大
学
）・
髙
山
佳
奈

子
（
京
都
大
学
）・Stefano�M

anacorda

（
カ
ン
パ
ニ
ア
大

学
ル
イ
ジ
・
ヴ
ァ
ン
ヴ
ィ
テ
ッ
リ
）・K

am
il�Zeidler

（
グ
ダ

ン
ス
ク
大
学
）

　

協
力　

文
化
庁

政
治
研
究
会

二
〇
二
一
年
四
月
一
七
日
（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）

　
『
政
治
研
究
』
第
六
八
号
合
評
会
・
総
会

（88－4－21）
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二
〇
二
一
年
六
月
一
九
日
（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）

　
�「

日
本
の
人
権
受
容
に
お
け
る
宗
教
文
化
的
土
台
と
そ
の
政
治
学

的
含
意
」

　
　
　

報�
告
者　

施
光
恒
（
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究

院
教
授
）

　

�「
王
権
と
君
主
の
『
ル
ネ
サ
ン
ス
』
―
ヘ
ン
リ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト

と
統
治
の
ア
ー
ト
」�

報
告
者　

木
村
俊
道
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授
）

二
〇
二
一
年
一
〇
月
一
六
日
（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）

　

�「
情
念
の
穏
和
化
と
党
派
の
相
互
牽
制
―
ヒ
ュ
ー
ム
政
治
思
想
に

お
け
る
情
念
論
・
宗
教
論
・
趣
味
論
の
意
義
」

　
　
　

報�

告
者　

鎌
田
厚
志
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
協
力

研
究
員
）

　
「
多
数
派
限
定
優
遇
の
比
例
代
表
制
―
―
制
度
設
計
」

　
　
　

報�

告
者　

岡
﨑
晴
輝
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教

授
・
放
送
大
学
客
員
教
授
）

二
〇
二
一
年
一
一
月
二
〇
日
（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）

　

�「
政
治
改
革
後
の
日
本
に
お
け
る
政
党
シ
ス
テ
ム
と
投
票
率
の
変

化
―
―
政
党
数
と
分
極
性
が
投
票
率
に
与
え
る
影
響
」

　
　
　

報�

告
者　

リ
ト
ル
・
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
（
九
州
大
学
大
学
院
法

学
府
修
士
課
程
）

　

�「
対
外
的
脅
威
の
政
治
思
想
に
向
け
て
の
覚
書
―
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ

ン
『
国
家
六
篇
』
を
手
掛
か
り
に
―
」

　
　
　

報
告
者　

安
武
真
隆
（
関
西
大
学
政
策
創
造
学
部
・
教
授
）

二
〇
二
一
年
一
二
月
一
八
日
（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）

　

�「
戦
後
開
発
援
助
論
に
連
な
る
地
政
学
の
系
譜
―
高
坂
正
堯
、
梅

棹
忠
夫
、
川
喜
田
二
郎
」

　
　
　

報�

告
者　

大
賀
哲
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教

授
）・
大
山
貴
稔
（
九
州
工
業
大
学
講
師
）

　

�「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
『
復
活
』
は
問
題
な
の
か
？
―
権
威
主
義

的
エ
ス
ノ
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
発
生
要
因
に
つ
い
て
の
考
察
を
手
が

か
り
に
―
」

　
　
　

報�

告
者　

白
川
俊
介
（
関
西
学
院
大
学
総
合
政
策
学
部
准
教

授
）

（法政研究�88－4－22）


